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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 散乱した放射線を吸収するように互いに対して幾何的に配列された複数の可撓性放射線
吸収性部材（２２）と、該可撓性放射線吸収性部材の間に設けられている空間充填材料と
を備え、
前記複数の可撓性放射線吸収性部材（２２）は一体形成されており、
前記複数の可撓性放射線吸収性部材（２２）は射出成形されている、放射線散乱防止グリ
ッド（２０）。
【請求項２】
 複数の空間（４４）を画定する射出成形により一体形成された幾何的グリッド構造（３
０）と、前記空間内に配置されている空間充填材料とを備えた放射線散乱防止グリッド（
２０）であって、前記幾何的グリッド構造（３０）及び前記空間充填材料は、１以上の軸
（３４）に沿って撓曲するように構成されており、これにより、異なるＸ線処置手順に適
合するように前記放射線散乱防止グリッド（２０）の実効焦点距離の暫定的調節を可能に
する放射線散乱防止グリッド（２０）。
【請求項３】
 前記幾何的グリッド構造は交差グリッドを含んでおり、
前記幾何的グリッド構造（３０）及び前記空間充填材料は少なくとも相異なる二軸方向に
沿って撓曲するように構成されている請求項２に記載の放射線散乱防止グリッド（５０）
。
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【請求項４】
 前記幾何的グリッド構造（３０）は１以上の軸（３４）に沿って撓曲するように構成さ
れており、これにより、異なるＸ線処置手順に適合させるように前記放射線散乱防止グリ
ッド（２０）の実効焦点距離の暫定的調節を可能にする請求項２に記載の放射線散乱防止
グリッド（２０）。
【請求項５】
 前記幾何的グリッド構造（３０）は相異なる二軸方向に沿って撓曲するように構成され
ている請求項４に記載の放射線散乱防止グリッド（５０）。
【請求項６】
 前記可撓性放射線吸収性部材（２２）は添加剤を配合した熱可塑性材料混合物から作製
される請求項１に記載の放射線散乱防止グリッド（２０）。
【請求項７】
 前記空間充填材料は空気である請求項２または３に記載の放射線散乱防止グリッド（２
０）。
【請求項８】
 前記可撓性放射線吸収性部材（２２）はＸ線源（１２）に関して収斂するように集光す
る請求項１に記載の放射線散乱防止グリッド（２０）。
【請求項９】
 前記熱可塑性材料はタングステン－熱可塑性材料混合物である請求項６に記載の放射線
散乱防止グリッド（２０）。
【請求項１０】
 所定の経路に沿ってＸ線を放出するＸ線源（１２）と共に用いられ、複数の空間（４４
）を画定する射出成形により一体形成された幾何的グリッド構造（５０）と、前記空間内
に配置されている空間充填材料とを含む放射線散乱防止グリッド（２０）によりＸ線画像
のコントラストを高める方法であって、前記放射線散乱防止グリッド（２０）は、第一の
Ｘ線処置手順については第一の焦点距離で１以上の軸（３４）に沿って集光し、当該方法
は、第二のＸ線処置手順に用いられる第二の焦点距離を選択する工程と、該第二の焦点距
離が得られるまで前記１以上の軸に沿って前記放射線散乱防止グリッドを撓曲させる工程
と、前記放射線散乱防止グリッドが前記経路から逸脱した角度で到達した放射線を吸収す
るように前記第二の焦点距離でＸ線源とＸ線検出器との間で前記放射線散乱防止グリッド
を位置決めする工程とを備えた方法。
【請求項１１】
 前記幾何的グリッド構造（５０）及び空間充填材料は相異なる二軸方向に沿って撓曲す
るように構成されており、前記方法は、実質的に球状の放射線散乱防止グリッドを形成す
るように前記第二の軸に沿って前記放射線散乱防止グリッドを撓曲させる工程をさらに含
んでいる請求項１０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の技術的背景】
本発明は一般的には、診断用放射線写真撮像法に関し、より具体的には、Ｘ線画像のコン
トラストを高めるＸ線散乱防止グリッド（X-ray anti-scatter grid）に関する。
【０００２】
医療診断用の放射線写真撮像法の際には、Ｘ線をＸ線源から対象に向かって照射する。対
象の画像を形成するのにＸ線を用いる場合には、放射線の一部すなわち直接放射線が、Ｘ
線源から遮光されていない対象を直接通過してＸ線検出器に入射し、感光性フィルム又は
他の適当な検出器にＸ線画像を形成する。直接放射線の一部は対象によって差をもって吸
収されて、フィルム又は検出器に対象の影を形成する。放射線の一部は散乱して、Ｘ線源
を起点とする本来の経路から大幅に逸脱した角度でＸ線検出器に到達する。散乱した放射
線は、吸収画像に重なり合った「曇り（veil）」を生じ、これにより、放射線写真画像の
コントラストが低下する。散乱した放射線によるコントラストの低下を防止するために、
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対象への放射線照射量を増大させることがしばしばある。散乱放射線が減少する又は除去
されれば、画像のコントラストを強調することができるか、対象（又は患者）への放射線
量を減少させることができるか、或いはその両方の利点が得られる。
【０００３】
放射線の散乱は、Ｘ線散乱防止グリッドを用いることにより減少させることができる。散
乱防止グリッドは典型的には、散乱した放射線を吸収するように幾何的パターンに配列さ
れた薄いシート状のＸ線吸収性材料、及び直接放射線が散乱防止グリッドを通過し得るよ
うに吸収性シートの間に設けられている非吸収性の繊維状スペーサ材料から作製される。
集光式グリッド（focused grid）として知られる一つの形式の散乱防止グリッドでは、Ｘ
線源から放出された直接Ｘ線ビームに近似的に平行に吸収性シートを配列する。集光式交
差グリッド（focused cross grid）として知られるもう一つの形式の散乱防止グリッドで
は、吸収性シートをメッシュ状に配列して、実質的に垂直な２つの軸に沿って集光する。
交差グリッドは２次元で集光するので、Ｘ線源に対する散乱防止グリッドの位置決めを正
確に行なうことが必要である。集光式グリッドの焦点距離は典型的には固定されており、
Ｘ線源と散乱防止グリッドとの相対的配置は、許容可能な放射線写真の結果を得るために
固定しておかなければならない。Ｘ線処置手順を設定する際の柔軟性を高め得る焦点距離
可変型グリッドを提供できると望ましい。
【０００４】
集光式散乱防止グリッドは典型的には、吸収性材料とスペーサ材料とからなる交互の層を
組み合わせる、すなわち積み重ねて、各層を結合することにより製造されている。グリッ
ド構成要素は所望の焦点を得るように組み立て時に位置合わせされる。代替的には、Ｘ線
透過性材料に集光型パターンを成す微小のスリットを形成し、スリットにＸ線吸収性材料
を充填して集光式グリッドを形成する。例えば、米国特許第５，５５７，６５０号及び同
第５，５８１，５９２号を参照されたい。さらに他の製造法では、フォトレジスト法又は
化学腐蝕法を用いて、メッシュ状のパターンが少しずつ異なる吸収性材料層を作製する。
これらの層を積み重ねて適当に結合して、集光式交差グリッドを形成する。例えば、米国
特許第５，６０６，５８９号及び同第５，８１４，２３５号を参照されたい。しかしなが
ら、以上の製造法はいずれも複雑で且つ手間が掛かり、グリッド品質に大きなばらつきが
生ずることもしばしばである。
【０００５】
従って、公知のＸ線グリッドよりも迅速且つ容易に製造することのできる集光式散乱防止
グリッドを提供できると望ましい。加えて、焦点距離が調節可能すなわち可変である散乱
防止グリッドを提供できると望ましい。
【０００６】
【発明の簡単な概要】
本発明の例示的な実施形態では、Ｘ線散乱防止グリッドが、複数の空間を画定する一体形
成された幾何的なグリッド構造を含んでいる。空間充填材料（inter-space material）が
空間内に配置されており、グリッド構造及び空間充填材料は１以上の軸に沿って撓曲する
ように構成されて、これにより、グリッドの実効焦点距離を変化させる。
【０００７】
より明確に述べると、グリッド構造は熱可塑性材料から射出成形して作製され、剛性であ
るが可撓的なグリッドを形成し、このグリッドを１以上の軸に沿って撓曲させて、グリッ
ドの実効焦点距離を変化させることができる。射出成形した交差グリッドを第二の軸に沿
って撓曲させて、Ｘ線画像のコントラストをさらに高めることもできる。熱可塑性材料か
らグリッドを射出成形することにより、公知の散乱防止グリッドの労働集約的な製造法を
回避し、何百もの散乱防止グリッドを迅速且つ廉価に製造することができる。
【０００８】
また、射出成形により、空間充填材料として、従来の散乱防止グリッドに用いられていた
繊維状の低密度材料ではなく、空気を用いることが可能となる。繊維状材料はＸ線の無視
できない部分を吸収するので、繊維状材料を除去することにより、Ｘ線検出器に到達する
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放射線エネルギが増大する。結果として、所与の放射線量で相対的に高い品質の画像を実
現することができ、或いは逆に、公知の散乱防止グリッドに匹敵する高コントラスト画像
を依然として実現しながら放射線量を減少させることができる。
【０００９】
従って、公知の散乱防止グリッドよりも迅速且つ容易に製造することができ、これにより
、散乱防止グリッドの製造経費を低減させ得る、汎用性が相対的に高い散乱防止グリッド
が提供される。
【００１０】
図１は、放射線写真撮像構成１０の概略図であり、放射線写真撮像構成１０は、Ｘ放射線
すなわちＸ線を発生して対象１４に向かって照射するＸ線管のようなＸ線源１２を含んで
いる。Ｘ線の一部は対象１４によって差をもって吸収され、Ｘ線の一部が対象１４を透過
して、一次放射線すなわち直接放射線として経路１６に沿って走行する。Ｘ線のさらに他
の部分は対象１４を透過して、散乱放射線として経路１６から偏向する。直接Ｘ線及び散
乱Ｘ線は感光性フィルム１８に向かって走行し、フィルム１８の露光によって放射線写真
画像すなわちＸ線画像が形成される。代替的な実施形態では、撮像構成１０は、感光性フ
ィルム１８の代わりにディジタル検出器を用いたディジタル・システムを含んでいる。Ｘ
線画像のコントラストを増大させるために、放射線写真撮像構成１０は散乱防止グリッド
２０を含んでいる。
【００１１】
散乱防止グリッド２０は一実施形態では、複数のＸ線吸収性部材２２を含む集光式グリッ
ドであり、各部材２２は、集光のための幾何的パターンに配列されており、すなわちＸ線
源１２から放出される直接Ｘ線ビームに近似的に平行に配列されている。従って、散乱し
た放射線、すなわちＸ線源１２によって生成される本来の経路と異なる角度でＸ線散乱防
止グリッド２０に到達する放射線は、Ｘ線吸収性部材２２に衝突し、散乱した放射線は実
質的に吸収されるため感光性フィルム１８に到達することがなくなる。直接放射線は、散
乱防止グリッド２０を通してＸ線吸収性部材２２の間を通過し、感光性フィルム１８を露
光して明瞭な放射線写真画像を形成する。
【００１２】
図２は、例示的な集光式散乱防止グリッド２０の遠近図である。このグリッド２０は、強
化熱可塑性材料を一体型の枠組構造３０を成すＸ線吸収性部材２２として射出成形するこ
とにより作製されている。Ｘ線吸収性材質の複数の平坦なシート３２が、散乱防止グリッ
ドの長手軸３４に全体的に平行であるが互いに対して全体的に傾斜して配列されており、
グリッド２０の長手次元に沿って集光型幾何形状のグリッド２０を形成している。各々の
Ｘ線吸収性シート３２は、各々のシート３２それぞれの頂部辺３６及び底部辺３８におい
て、第一の交差部材４０、及び第一の交差部材４０に実質的に平行な第二の交差部材４２
によって連結されている。枠組構造交差部材４０及び４２は、吸収性シート３２を互いに
対して適正な位置に保持すると共に、Ｘ線処置手順時の取り扱いのために散乱防止グリッ
ド２０に対して強度又は剛性を付与している。枠組構造交差部材４０及び４２は本質的に
Ｘ線透過性である。Ｘ線吸収性シート３２の間には複数の空間４４が形成されており、各
々の空間４４が、Ｘ線透過性であるすなわち実質的にＸ放射線を吸収しないスペーサ材料
を収容していて、空間４４を通して走行する直接放射線が実質的に妨げられることのない
ようにしている。Ｘ線散乱防止枠組構造３０を一体成形することにより、従来の繊維状空
間充填材料が構造的に不必要となり、一実施形態では、空間充填材料は空気となる。代替
的な実施形態では、当技術分野で公知の繊維状空間充填材料をＸ線吸収性シート３２の間
に設けて、組み立てが完成したら枠組構造交差部材４０及び４２を取り除いてもよい。
【００１３】
一実施形態では、Ｘ線散乱防止グリッド２０は、Ｘ線吸収のための高密度粒子を添加した
強化熱可塑性材料から射出成形されるが、この添加剤を配合した強化熱可塑性材料は、Ｘ
線応用に適しており且つ従来の設備を用いて行なわれる射出成形又は圧縮成形に適した十
分に高い降伏強さを有するものとする。熱可塑性材料に添加するのに用いられる適当な高
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密度粒子は当技術分野で公知であり、例えば、鉛があるが、毒性の問題を回避するために
は銅及びタングステン等のような無毒性代替物を選択することも妥当である。
【００１４】
かかる適当な熱可塑性材料の一つは例えば、ジョージア州NorcrossのM.A. Hannah Engine
ered Materials社から市販されているＥＣＯＭＡＳＳ（商標）コンパウンドである。ＥＣ
ＯＭＡＳＳ（商標）はタングステン－熱可塑性材料の混合物であって、Ｘ線吸収性シート
を作製するのに襲用されている鉛と同等の密度を有するが、鉛よりも高い降伏強さを有す
るように組成決定することができる。このように、ＥＣＯＭＡＳＳ（商標）から作製され
る散乱防止グリッド２０の降伏強さは相対的に高いため、従来の散乱防止グリッド材料よ
りも構造的に健全であるばかりでなく、長手軸３４のようなグリッドの１以上の軸に沿っ
て可撓性又は柔軟性を有するものとなる。このことについては後に詳述する。
【００１５】
加えて、散乱防止グリッド２０を射出成形することにより、当技術分野で従来行なわれて
いた手間の掛かる製造工程を回避することができ、従来の集光式グリッドよりも迅速且つ
高い信頼性で散乱防止グリッド２０を製造することができるようになる。
【００１６】
図３は、もう一つの実施形態である散乱防止グリッド５０の部分遠近図である。グリッド
５０は２つの実質的に垂直な軸５２及び５４を含んでおり、これらの軸５２及び５４に沿
って、Ｘ線吸収性シート５６が、軸５２及び５４に対して平行であるが互いに対して傾斜
して配列されて、２次元集光式グリッド５０を形成している。換言すると、散乱防止グリ
ッド５０は２次元で集光する。このようにして、Ｘ線吸収性シート５６の間に空間５８を
画定する集光式メッシュが形成される。空間５８には、Ｘ線透過性であるすなわち実質的
にＸ線放射線を吸収しないスペーサ材料が収容されていて、空間５８を通して走行する放
射線が実質的に妨げられることのないようにしている。Ｘ線吸収性シート５６を一体成形
することにより、従来の繊維状空間充填材料が構造的に不必要となり、一実施形態では、
空間充填材料は空気となる。代替的な実施形態では、当技術分野で公知の繊維状空間充填
材料をＸ線吸収性シート５６の間に設けてもよい。
【００１７】
散乱防止グリッド５０は、ＥＣＯＭＡＳＳ（商標）のような強化熱可塑性材料をＸ線吸収
性部材又はシート５６の枠組構造として射出成形することにより一体形成される。従来の
設備及び従来の手法を用いて、従来の交差グリッドの製造時の問題点を解消しながら、高
密度で且つ降伏強さの高いメッシュ型枠組構造を集光式交差グリッドとして形成する。
【００１８】
強化熱可塑性材料によって降伏強さを高めることができるので、散乱防止グリッド５０は
可撓性となり、軸５２及び５４の一方又は両方の周りに撓曲させて１以上の方向でグリッ
ド５０の焦点距離を調節する或いは変化させることができる。例えば、両方の軸５２及び
５４の周りにグリッド５０を実質的に等量ずつ撓曲させることにより、実質的に球状の集
光式グリッドを形成して、所定のＸ線処置手順に用いることができる。異なる処置手順に
適合させるために、グリッド５０を反対の態様で撓曲させて以前の形態に戻してもよい。
このように、単一のグリッド５０で多様な暫定的散乱防止グリッド構成を実現して、多数
のＸ線処置手順に適合させることができる。所定の軸に沿って異なる剛性を有するグリッ
ドを形成して、一つの方向においては他の方向におけるよりも容易な撓曲を可能にする、
或いは、所与の方向には撓曲を禁止するが他の方向には可能にして、所望の焦点距離での
取得を容易にすることも想到される。
【００１９】
図４は、撓曲した散乱防止グリッド６０を含む放射線写真撮像構成１０を示す。グリッド
６０は、グリッド２０（図２に示す）のような１次元集光式散乱防止グリッドであっても
よいし、或いはグリッド５０（図３に示す）のような２次元集光式散乱防止グリッドであ
ってもよく、撮像構成１０の焦点距離を調節することができる。散乱防止グリッド６０を
撓曲させると、吸収性シート及び空間充填材料の配向が変わって、これにより、グリッド
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６０の実効焦点距離が変化し、異なるＸ線処置手順の異なる要求条件に適合するものとな
る。
【００２０】
このように、従来の集光式散乱防止グリッドとは異なり、経費面で効率的で、容易に製造
され且つ相対的に強度の高い散乱防止グリッドが、無毒性材料を用いて提供される。繊維
状空間充填物質を除去したので、放射線写真画像のコントラストが高まり、また、強化熱
可塑性材料の降伏強さが相対的に高いので、様々なＸ線処置手順に適合するように２以上
の暫定的な位置の間で撓曲することが可能で汎用性が相対的に高いグリッドが得られる。
Ｘ線の無視できない部分を吸収する従来の繊維状空間充填材料を除去したため、所与の放
射線量で相対的に高い品質の画像を実現することができ、或いは逆に、公知の散乱防止グ
リッドに匹敵する高コントラスト画像を依然として実現しながら放射線量を減少させるこ
とができる。
【００２１】
様々な特定的な実施形態について本発明を記載したが、当業者であれば、特許請求の意図
及び範囲内にある修正を施して本発明を実施し得ることを理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【図１】第一の構成での放射線写真撮像構成の概略図である。
【図２】例示的な１次元散乱防止グリッドの遠近図である。
【図３】例示的な２次元集光式グリッドの部分遠近図である。
【図４】図１に示す放射線写真撮像システムの第二の構成での概略図である。
【符号の説明】
１０　放射線写真撮像構成
１２　Ｘ線源
１４　対象
１６　Ｘ線経路
１８　感光性フィルム
２０　散乱防止グリッド
２２　Ｘ線吸収性部材
３０　Ｘ線吸収性部材の一体型枠組構造
３２　Ｘ線吸収性材質の平坦なシート
３４　長手軸
３６　Ｘ線吸収性シートの頂部辺
３８　Ｘ線吸収性シートの底部辺
４０、４２　交差部材
４４、５８　空間
５０　２次元集光式散乱防止グリッド
５２、５４　垂直な軸
５６　Ｘ線吸収性シート
６０　撓曲した散乱防止グリッド
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